
「大学コンソーシアム佐賀」共通教養教育科目シラバス  

開講年度 平成２４年度 開講時期               前学期  後学期 

科目名 子どもの支援（児童福祉施設の目的と役割） 

担当教員（所属） 松山 郁夫 ・ 山口 玲子 （全文化教育学部） 

単位数 ２単位 

曜日・校時 水曜２時限（10：30～12：00） 

曜日・校時 追記（授業形態） （対面授業・同期型遠隔授業） 

講義概要（開講意図・ 

到達目標を含む） 

 

 

この科目は「子どもの発達と支援プログラム」のコア科目の一つである。 

子どもの発達を支援する立場にある専門職［教師、福祉職、心理職、医師、保健師、看護師、保育士等］は子

どもをより深く理解するため、そのおかれている生活環境を含めた子どもを取り巻く状況について知識を得てお

くことが求められる。児童福祉施設は児童福祉法上定められたいくつかの施設をさすが、その設置の目的や役割

を学ぶことは、子どもたちに保障されるべき基本的な権利について認識を深めることと、現代の子どもを取り巻

く課題のさまざまを学ぶことにつながっている。このような観点から、家族、子育て・子育ち［発達］、虐待など

の問題についても、そこに生きる子どもという視点から講義のなかで触れていくことになるだろう。 

講義の内容は知識の伝達にとどまらず、今まさにどこかで起こっている問題として、受講者自身にも主体的に

考えることを要求する。それは受講者自身が専門職として或は社会人として、こうした環境に生きる子どもたち

に向き合った時、必ず活かされうる貴重な経験となるだろう。 

本講義によって、今後の国・地域を支える子どもたちが、健やかに成長・発達するために必要な知見を学んで

ほしい。 

聴講指定 佐賀大学の学生及び一般市民の受講者で「子どもの発達と支援プログラム」履修認定証の交付を希望する学生は、

予め本プログラムへの履修登録を行うこと 

履修上の注意 ２名の講師によるオムニバス方式により開講する。 

授業計画 

 

 

 

 

 

 

 

○総論的内容の講義 

1.本講義のオリエンテーション、 

2.児童に対する捉え方 

3.児童福祉に対する捉え方 

4.児童福祉・児童福祉施設の歴史その 1 

5.児童福祉・児童福祉施設の歴史その 2 

6.児童福祉法における児童福祉施設の概要その 1 

7.児童福祉法における児童福祉施設の概要その 2 

8.児童福祉・児童福祉施設の今後の展開 

○各論的内容の講義 

9.子どもの生活と発達 

 保育所とそこで生活する子どもたち 

10.心身の発達に課題を持つ子どもたちのための施設（実際と課題） 

知的障害児施設・知的障害児通所施設・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設等 

11.生活の場を保障するための施設（実際と課題） 

母子寮、乳児院、養護施設 

12.治療・指導を目指した施設（実際と課題） 

児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設 

13.児童相談所（実際と課題） 

14.現代の子育てと児童虐待（まとめ） 

15.社会的養護と子どもの育ち（まとめ） 

成績評価の方法と基準 ２名の講師による講義が終了してのち、定期試験期間中にテストを行う。 

教科書 

 

 

 

 

資 料 名 著 者 名 
発行所名 

・発行者名 
ISBN・ISSN 

出版  

年 

適宜、資料を配布する      

参考図書 
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リンク 

 

 

 

 

名  称  U R L 

  

 

オフィスアワー 木曜日の２時間目 

その他  

  

 


